
国立大学法人東京学芸大学収入金収納事務取扱要項の一部改正について 

 

改正理由：収入金収納手続に係る事務の簡素化，入金情報を確認する銀行サービスの切り替え及び字句修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （収入金の預け入れの特例） 

第７条 収入金の取引金融機関への預け入れは，収納金額が10万円に達するまでは

，15日分までの金額を取りまとめて行うことができる。 

 （収入計算書の作成及び報告） 

第８条 収入役等は，現金を収納したときは，その日の収入金を取引金融機関に預

け入れたときまでの収納分及びその後の収納分に区分し，収入金計算書（別紙第

３号様式）を作成しなければならない。 

２ 収入役等は，前項の収入金計算書に領収済報告書を添付し，出納役に送付しな

ければならない。 

３ 銀行振込により領収された収入金は，インターネットバンキングにおける入金

情報を基に収入役等が内容を確認し，出納命令役へ報告しなければならない。 

 （収入金仕訳集計表の作成） 

第９条 収入役等は，毎月，収入金仕訳集計表（別紙第４号様式）を作成し，出納 

 役を経て出納命令役に送付しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙第３号様式 （第８条関係） 
 年度収入 国立大学法人東京学芸大学  収納年月日  年 月 日 

収 入 金 計 算 書 

   

 

 

   

 

 

   

勘 定 科 目 摘    要 単 価 人 員 金  額 

〔省略〕 

 

別紙第４号様式 （第９条関係） 

 

   〔省略〕 

 

 （収入金の預け入れの特例） 

第７条 収入金の取引金融機関への預け入れは，収納金額が20万円に達するまでは

，５日分までの金額を取りまとめて行うことができる。 

 （収入計算書の作成及び報告） 

第８条 収入役等は，現金を収納したときは，その日の収入金を取引金融機関に預

け入れたときまでの収納分及びその後の収納分に区分し，収入金計算書（別紙第

３号様式）を作成しなければならない。 

２ 収入役等は，前項の収入金計算書に領収済報告書を添付し，出納役に送付しな

ければならない。 

３ 銀行振込により領収された収入金は，ファームバンキングにおける入金情報を

基に収入役等が内容を確認し，出納命令役へ報告しなければならない。 

 （収入金仕分集計表の作成） 

第９条 収入役等は，毎月，収入金仕訳集計表（別紙第４号様式）を作成し，出納 

 役を経て出納命令役に送付しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

別紙第３号様式 （第８条関係） 
 年度収入 国立大学法人東京学芸大学   No 

収 入 金 計 算 書 

出納役  

経理課副課長 主任収入役 

 

分任収入役 

 

現 金 出 納 簿 

記 載 済 

徴収簿記載済 

 月 日 
口 座 入 

金 済 
月 日 

債 権 管 理 簿 

記 載 済 
 月 日 

口座入金

番 号 
第  号 

勘 定 科 目 摘    要 単 価 人 員 金  額 

〔省略〕 

 

別紙第４号様式 （第９条関係） 



年  月  日  
年度  

収 入 金 仕 訳 集 計 表 

      年   月期 

〔省略〕 

 

   附 則 

 この要項は，令和４年４月１日から施行する。 

年  月  日  
年度  

収 入 金 仕 分 集 計 表 

      年   月期 

〔省略〕 

 

 

 


